
広島市立広島市民病院理容室運営事業に係る公募型プロポーザル手続開始の公示 

 

令和７年１１月１２日 

次のとおり提案書の提出を招請します。 

 

地方独立行政法人広島市立病院機構理事長 秀 道広 

 

１ 業務の概要 

⑴ 業務名  

広島市立広島市民病院理容室運営事業 

⑵ 業務内容  

広島市立広島市民病院内における理容室の運営 

⑶ 協定期間  

協定を締結した日から令和１４年３月３１日までとする。 

⑷ 営業開始日 

ア ⑸により特定した運営事業者が現行の運営事業者以外の場合 

令和８年４月８日（水）までの日とする。 

なお、運営事業者の責に帰さない事由により、令和８年４月８日（水）までに営業開始

が困難であると病院機構が認めた場合は、病院機構が別に定める日とする。 

 イ ⑸により特定した運営事業者が現行の運営事業者の場合 

令和８年４月１日とする。 

⑸ 運営事業者の特定方法 

  公募型プロポーザルを実施し、運営事業者を特定する。 

    公募型プロポーザル手続等の詳細については、広島市立広島市民病院理容室運営事業者公募

型プロポーザル実施要領（以下「プロポーザル実施要領」という。）による。 

 ⑹ 事業担当課 

〒７３０-８５１８ 

広島市中区基町７番３３号 

   広島市立広島市民病院事務室総務課総務係 

   電話 ０８２－２１２－３２３４（直通） 

 

２ 応募参加資格 

参加する者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていること。 

⑴ 会社法（平成１７年法律第８６号）の規定による清算の開始、破産法（平成１６年法律第７

５号）の規定による破産手続き開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規

定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定によ

る再生手続開始の申立てがあった者（会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画



認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた

者で、再度の資格審査申請に係る競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。）又は手形若

しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実若しくは銀行若し

くは主要取引先から取引の停止を受けた事実がある者でないこと。  

⑵ 暴力団等（広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第２条第６項に規定する暴力団等を

いう。）である者に該当しないこと。 

⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

⑷ 公告日から運営事業者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分、病院機構の

指名停止措置若しくは広島市の指名停止措置又は、病院機構若しくは広島市の競争入札参加資

格者の取り消しを受けていないこと。 

⑸ 次に掲げる者でないこと。 

  ア 広島市立広島市民病院利便施設運営事業者選考委員会（以下「選考委員会」という。）の

委員 

イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該

組織に所属する者。 

 

３ プロポーザル実施要領等の配布方法 

  プロポーザル実施要領等は、病院機構のホームページ（http://www.hcho.jp/）のトップペー

ジ「新着情報」からダウンロードすることができる。 

  ただし、これにより難い場合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は、次により配布

する。 

⑴ 配付期間 

   公示日から令和７年１２月８日(月)までの閉院日（広島市の休日を定める条例（平成３年広

島市条例第４９号）第１条第１項第１号から第４号までに掲げる日をいう。以下同じ。）を除

く毎日。午前８時３０分から午後５時まで。 

⑵ 配付場所 

前記１⑹に同じ。 

 

４ 質問の提出及び回答 

⑴ 提出期限 

令和７年１１月２６日(水)午後５時まで 

 ⑵ 提出場所 

前記１⑹に同じ。 

 ⑶ 提出方法 

質問書（様式３）を作成し、持参（閉院日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までの

間に提出すること。）又は郵送（郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。提出期限まで

に必着のこと。）で提出すること。 

http://www.hcho.jp/


⑷ 質問に対する回答 

質問者に直接回答するほか、病院機構のホームページへ掲載する。 

 

５ 提案申込書及び提案書等の提出 

⑴ 提出期限 

令和７年１２月８日(月)午後５時まで 

 ⑵ 提出場所 

前記１⑹に同じ。 

 ⑶ 提出方法 

持参（閉院日を除く午前８時３０分から午後５時までの間に提出すること。）又は郵送（郵

送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。）で提出すること。 

   

６ 運営事業者の特定 

⑴ 提案書の審査 

選考委員会が行う。 

⑵ 審査基準 

  プロポーザル実施要領による。 

⑶ 審査結果の通知 

   すべての参加者に、書面により通知する。 

 

７ その他 

 ⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限

る。 

⑵  応募に参加する者に必要な資格を有しない者のした提案書提出及び提案書提出に関する条

件に違反した者の提案書は、無効とする。 

⑶ その他、詳細はプロポーザル実施要領による。 

 

 

 


